
匪画
血液製剤の輸出承認について

輸出注意事項1 2第9 8号く12.12.281

最終改正こ輸出注意事項1 9第6号く19.3.11

輸出貿易管理令 く昭和24年政令第378号l別表第2の19の項の中欄に掲げる採血及び供

血あつせん業取締法 く昭和31年法律第160号1第2条に規定する血液製剤の輸出承認につ

いては- r輸出貿易管理令の運用についてJく昭和62年11月6日付け62貿局第322号.輸出

注意事項62第11号1によるほか,平成13年1月6日から下記により行いますo

なお, r血液製剤の輸出承認についてJく平成9年7月1日付け平成o9.06.24貿局第3

号.輸出注意事項9第34号Iは廃止しますo

記

1 適用地域

適用地域は,全地域とする.

2 適用品目

適用晶目は-輸出貿易管理令別表第2の19の項の中欄に掲げる安全な血液製剤の安定

供給の確保等に関する法律 く昭和31年法律第160号J第2条第1項に規定する血液製剤

であって,次の晶目とするo

O輸血に用いるものであって,以下に掲げるもの

く11人全血液

く2う人赤血球濃厚液

く31洗浄人赤血球浮遊液

く4フ白血球除去人赤血球浮遊液

く51解凍人赤血球濃厚手夜

く61新鮮凍結人血衆

く7フ人血小板濃厚辛夜

く81合成血

. C21人血衆

C9血菜分画製剤であって,以下に掲げるもの

くりカロ熱人血奨たん白

く21人血清アルプミン

く31ガラクトシル人血清アルブミンジェチレントリアミン五酢酸テクネチウム

ぐ9mTcl

く4うテクネチウム大凝集人血清アルブミンくg9mTcJ

く51テクネチウム人血清アルブミンく99mTcl

く61人血清アルブミンジェチレントリアミン五酢酸テクネチウムぐ9mTcl
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